
参 考 資 料 １ 

杉並区空家等対策 

協 議 会 資 料 

令和７年１２月１１日 

 

【特定空家等の判断までの流れ】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

空家等の危険度の把握 

空家法第 12条による情報提供・助言 

老朽化が進み危険度が高まる 

近隣への悪影響 

杉並区空家等対策協議会への諮問 
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【特定空家等への措置の流れ】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定空家等の判断 

助言又は指導（空家法第 22条第１項） 

勧告に係る事前の通知 

勧告に関する協議会への諮問 
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命令に係る事前の通知 

意見書の提出 

勧  告 

所有者による改善されず 

公開による意見聴取 

所有者による改善されず 

命  令 

意見書の提出 

公開による意見聴取 

都税事務所への情報提供 

固定資産税等住宅用地特例の解除 

⇒税額大幅増 

戒  告 

標識の設置・公示 

所有者による改善されず 

所有者による改善されず 

代執行令書 


